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    はパブリック・コメント手続に供した整備計画（案）からの削除箇所

赤 字 はパブリック・コメント手続に供した整備計画（案）からの追記箇所

【修文の凡例】

注）本資料は、パブリック・コメント手続に供した武庫川水系河川整備計画（案）

から修文した頁を抜粋した資料である。 
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一方、工事実施基本計画に位置づけていた武庫川ダムについては、平成5年度に建設事業

に着手し、平成12年に環境影響評価概要書の縦覧を行ったところ、ダム建設が武庫川峡谷の

環境を破壊するとの意見をはじめ、さまざまな意見書が出された。環境影響評価審査会から

は、今後の流域の治水のあり方も含め、事業計画を総合的な観点から検討すること、また河

川整備に関して地域住民とのコミュニケーションを重ねる努力を望みたい等の答申があった。

更には平成9年に河川法が改正されたこともあって、平成12年に県は、「合意形成の新たな

取り組みを行うとともに、総合的な治水対策についてゼロベースから検討する。」こととし

た。 

検討に際しては参画と協働の理念の下、河川整備基本方針策定の段階から学識経験者や地

域住民の意見を聴くこととし、平成16年3月に「武庫川流域委員会」を設置した。流域委員

会は、およそ2年半にわたり審議を重ね、平成18年8月に提言書がまとめられた。河川管理者

は、これを踏まえて河川整備基本方針（原案）を作成、更に河川審議会の答申、国土交通大

臣の同意を経て、平成21年3月に河川整備基本方針を策定した。 

 

 ８ 砂防事業の沿革 

砂防事業に関しては、太
お

多
た

田
た

川、逆瀬川、仁川、

有馬川等、六甲山系の花崗岩地域を流域とする土

砂流出の激しかった支川において、明治後期より

植林や、砂防えん堤工事が実施され、土砂流出の

防止が図られてきた。中でも逆瀬川は明治28年に

山腹工、えん堤工が行われたのをはじめとして、

昭和3年には全国初の流路工が施工され、兵庫県

砂防発祥の地となっている。このような整備によ

り、昭和13年の阪神大水害においても逆瀬川等の

武庫川支川では、大きな被害を受けなかった。以

後も計画的に砂防えん堤及び治山等の整備が進め

られている。 

写真 2.1.10 太多田川支川座頭谷川
砂防えん堤群 



 27

  イ 住民の自主的な避難の支援 

的確に避難等の判断ができるよう、防災に関する情報を住民にわかりやすく提供するよ

う努めている。 

表 2.2.3 県から住民へ直接提供している防災情報等 

  情報項目 情報の概要 提供開始年度

兵庫県ＣＧハザー

ドマップ 

洪水、土砂災害、津波、高潮による浸水想定

区域や避難時に必要な情報などを、CG 等を活

用して作成しホームページで公開している。

また、マップに掲載されている施設の現地に

最大の水位を示す啓発用パネルを設置してい

る。 

平成 17年度 

洪水危険情報通報

システム（サイレ

ン・回転灯） 

水位の状況に応じて、回転灯の作動やサイレ

ンを吹鳴し危険情報を周知する洪水危険情報

通報システムを武田尾等に設置している。 
平成 17年度 

わかりやすい 

河川水位標 

昼間や夜間でも、河川水位と氾濫の危険度が

識別できる「わかりやすい河川水位標」を甲

武橋など 5箇所に設置している。 
平成 19年度 

河川監視画像 

阪神電鉄橋梁など 4 カ所に監視カメラを設置

し、増水する河川の状況をリアルタイムで住

民にも配信する。（住民への配信は静止画

像） 

平成 22年度 

洪

水

災

害 

洪水予報 

県と神戸海洋気象台が共同して、武庫川下流

部（仁川合流点～河口まで）を対象に洪水予

報を発表し、テレビ・ラジオ等を利用して情

報提供する。 

平成 22年度 

土

砂

災

害 

土砂災害警戒情報 

県と神戸海洋気象台が共同して、大雨による

土砂災害発生の危険度が高まった市町を特定

し、テレビ・ラジオ等を利用して土砂災害警

戒情報を発表発令する。 

平成 19年度 

兵庫県 

防災気象情報 

河川水位局の観測情報や気象警報等の発令状

況をリアルタイムにホームページで提供す

る。（ホームページ｢川の防災情報｣） 

平成 18年度 

ひょうご防災ネット 

   （ 携帯電

話） 

登録者の携帯電話へ、緊急情報や避難情報を

メールで通知する。 平成 17年度 

災

害

全

般 

兵庫県防災 

  ハンドブック 

住民の的確な避難行動に必要な基礎知識をと

りまとめている。 
平成 19年度 

河

川

利

用

者 

増水警報システム 

親水施設を有し急激な水位上昇が見込まれる

河川において、ラジオ放送電波を利用し回転

灯を作動させ、河川利用者に注意喚起する増

水警報システムを有馬川等で設置している。 

平成 21年度 

 


